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　春は、就職や入学など新しい生活が始まる

季節です。慣れない新生活の中で、消費者ト

ラブルに巻き込まれないために注意すべきこ

とをまとめました。

　若者をターゲットに、友人や先輩、SNS

の知り合いなどから連絡があり、カフェなど

で「楽して稼ぎたくない？」、「もうかってい

るよ」などと言われ、学生ローンで借金をし

て契約させる連鎖販売取引（いわゆるマルチ

商法）の消費者トラブルが発生しています。

　親しい人からの誘いだからと安易に出掛け

て行くと、見知らぬ事業者

を紹介され、断りづらい状

況に。何の話なのかきちん

と確認し、不要なときはは

っきりと断りましょう。

　悪質事業者は「ビジネススクールで学べば

必ずもうかる」、「簡単に稼げる」などと甘い

話をしてきます。

　「必ずもうかる」ということはありません。

はっきり断りましょう。断っているのに、しつ

こく勧誘することは法律で禁止されています。

　悪質事業者は「親や周りには内緒に」と言

って契約させようとします。特に高額な場合、

親などに必ず相談をしましょう。

　「お金がない」と断っても、紹介した友人

が「このビジネスのもうけで借金は返せる。

パソコン買うって言えば平気だよ」などと目

的を偽って、クレジットカードでの支払いや

消費者金融で借りるよう勧めてきます。

会って

話しま

せんか モニター
募集

すぐに
稼げる

グランド
オープン

　こうしたときは、特に要注意。ただちに断

りましょう。

　あなたが、紹介料を得るために別の友人を

紹介すると、大切な友人関係が壊れてしまい

ます。また、新たな消費者被害が発生してし

まいます。

　「美しくなること」と「お金もうけ」の２

つが、若者が巻き込まれやすいキーワードで

す。若者の消費生活相談の傾向をみると、脱

毛エステやプチ整形といった美容サービスの

消費者トラブルが多く見られます。

　また、情報商材や暗号資産（仮想通貨）、

マルチ商法などのお金もうけの消費者トラブ

ルは、インターネットや SNSをきっかけに

巻き込まれるケースが多く見られます。

相談事例

●脱毛エステ

• 広告を見てお試しのつもりで店舗に行った

が、高額な契約をしてしまった

•契約していたサロンが破産した

●内職・副業・もうけ話

•  SNS広告をきっかけに副業サイトに登録

したが、もうからないので返金して欲しい

●美容医療サービス

• 無料の体験施術の後に高額のコースを勧誘

されて契約してしまった

が、支払いが不安なため

解約したい

• 二重まぶたの手術後、１

週間経っても腫れが引か

ない

●健康食品

• サプリメントをお試しの

つもりで注文したとこ

ろ、定期購入だった

　４年４月１日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。成年に達すると、自分の

意志で契約ができるようになります。一方で、未成年者が親の同意を得ずに契約した場合

に、契約を取り消すことができる未成年者取消権は、行使できなくなります。

　若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解していな

いことがあります。そこに付け込み、成年に達したばかりの若者をねらう悪質な事業者も

いるので注意しましょう。ご相談は、消費生活センター 485-0559へ。

　消費者トラブルに遭わないように、事前に

どんな事例があるか知っておきましょう。消

費者庁では、公式Twitter や公式 LINE で

最新の情報を発信しています。

（１）広告や勧誘の文言をうのみにしない

　「お試し価格」や「すぐにもうかる」な

ど、安さや気軽さ、メリットのみを強調する

SNS広告や動画サイトをうのみにしないよ

うにしましょう。

（２）契約は慎重に検討する

　契約する商品・役務などによっては、長期

間の契約で支払総額が大きくなる場合もあり

ます。契約時には、内容、契約期間、支払総

額をしっかり確認し、納得したうえで契約し

ましょう。事前にスクリーンショットで保存

したり、規約をよく確認することが大切です。

（３）クーリング・オフや契約の取消しがで

きる場合があります

　書面またはメールなどによりクーリング・

オフができる場合があります。また、「うそ

を言われた」、「帰りたいと告げたのに帰して

くれなかった」といった場合に、締結した契

約を後から取り消すことができます。

●一人で契約ができる

　•スマートフォンを契約する

　•アパートを借りる

　•クレジットカードを作る

　•ローンを組んで車を購入する　など

●10年有効のパスポートが取得できる

●飲酒　　●喫煙

● 競馬や競輪などの公営ギャンブル
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市ホームページで資料などを公表しています お問い合わせ
　決算の概要、年度ごとの予算の概要や編成過程、各種分析資料などを市

ホームページで公表しています。

　一般・特別会計については、トップページから「市政情報」→「財政・

会計」へ、公営企業会計については、トップページから「八千代市上下水

道局」→「上水道（または下水道）」へ。

●一般・特別会計に関すること

　　財政課 （487）5112へ

●公営企業会計に関すること

　　上下水道局経営企画課 （483）6572へ

　公営企業会計は、経営に要する費用を料金などの事業収益で賄うもので、水道事業と公共

下水道事業が対象となります。内訳は、当該年度の経営活動に伴う収支である収益的収支と

施設の建設や改良などのための収支である資本的収支に分かれます。

水道事業会計

　資本的収入額が資本的支出額に対して不足

する額15億7,388万円は、損益勘定留保資金

などで補てんしました。

〔収支〕 　 　※税込額

区　分 収入（対前年度比）支出（対前年度比）

収益的収支
46億1,236万円

(1.1％増)
37億6,346万円

(4.4％増)

資本的収支
14億3,470万円
(92.6％増)

30億858万円
(9.9％増)

〔貸借対照表（4年3月31日現在）〕 ※税抜額

資産の部（対前年度比） 負債の部（対前年度比）

固定資産
404億3,447万円

(1.7％増)
固定負債

130億7,089万円
(2.5％増)

流動資産
36億1,690万円
(12.2％増)

流動負債
10億4,973万円

(2.8％増)

繰延収益
100億9,025万円

(0.7％増)

負債合計
242億1,087万円

(1.7％増)

資本の部（対前年度比）

資 本 金
169億7,095万円

(4.4％増)

剰 余 金
28億6,955万円

(1.1％減)

資本合計
198億4,050万円

(3.6％増)

資産合計
440億5,137万円

(2.5％増)
負債・資本
合　　 計

440億5,137万円
(2.5％増)

〔貸借対照表（4年3月31日現在）〕 ※税抜額

資産の部（対前年度比） 負債の部（対前年度比）

固定資産
400億3,420万円

(3.8％増)
固定負債

78億462万円
(7.1％増)

流動資産
20億9,948万円
(12.3％増)

流動負債
7億5,174万円
(2.1％減)

繰延収益
199億6,050万円

(5.1％増)

負債合計
285億1,686万円

(5.4％増)

資本の部（対前年度比）

資 本 金
126億7,793万円

(1.8％増)

剰 余 金
9億3,889万円
(0.2％減)

資本合計
136億1,682万円

(1.7％増)

資産合計
421億3,368万円

(4.2％増)
負債・資本
合　　 計

421億3,368万円
(4.2％増)

公共下水道事業会計

　資本的収入額（翌年度へ繰越される支出の

財源充当額4,565万円を除く。）が資本的支出

額に対して不足する額９億9,511万円は、損

益勘定留保資金などで補てんしました。

〔収支〕 ※税込額

区　分 収入（対前年度比）支出（対前年度比）

収益的収支
37億3,972万円
(2.7％増)

34億5,624万円
(2.3％減)

資本的収支
23億6,107万円
(371.4％増)

33億1,053万円
(152.8％増)

公営企業会計八千代市財政運営の

基本的計画の取組状況

　近年の財政状況を踏まえ、平成28年２月に

策定した八千代市財政運営の基本的計画を３

年３月に改訂しました。10年度までの中長期

財政収支見通しを基に、健全な財政運営の推

進に向けた財政目標値を設定しています。

　３年度決算を終えての現状と、６年度の中

間目標値及び10年度の最終目標値は下の表の

とおりです。中長期財政収支見通しは、年２

回見直しと、市民への公表を行うほか、予算

編成の基礎資料などに活用しています。

特別会計

　市には、４つの特別会計があり、保険料や

使用料などの特定の収入がある事業ごとに会

計を設け、一般会計と分けて経理することで、

収支をはっきりさせているものです。

区　分
歳入

（対前年度比）
歳出

（対前年度比）

⑴国民健康

　保険事業

160億3,059万円

（2.5％増）

156億1,607万円

（1.5％増）

⑵介護保険

　事業

136億634万円

（4.5％増）

133億1,992万円

（4.9％増）

⑶墓地事業
4,216万円

（12.7％増）

4,206万円

（12.6％増）

⑷後期高齢者

　医療

26億7,832万円

（1.4％減）

26億6,434万円

（1.5％減）

合　計
323億5,741万円

（3.0％増）

316億4,239万円

（2.7％増）

〔財政運営の基本的計画における取組状況〕

財政指標
令和10年度末
最終目標値

令和６年度
中間目標値

令和３年度
決算値

経常

収支比率
93.0%以下 94.9%以下 92.2%

公債費

負担比率
13.0%以下 14.0%以下 13.0%

財政調整

基金残高

標準財政規模の
10.0%以上
（約33.6億円）

11.1%
（約40.9億円）

市債残高 400億円以下 450億円以下 約450億円

〔損益計算書〕

【収益の部】42億3,558万円

※税抜額

【費用の部】35億5,323万円

営業外収益（納付金など）7億5,955万円

〔損益計算書〕

【収益の部】34億7,660万円

※税抜額

営業収益（水道料金など）

34億7,603万円

営業収益（下水道使用料など）

26億2,791万円

【費用の部】33億2,017万円

営業費用（減価償却費、

受水費、委託料、動力費、

人件費など）33億6,974万円

営業費用（減価償却費、

流域下水道維持管理費負担金、

委託料、人件費など）31億8,426万円

営業外収益（長期前受金戻入など）7億6,546万円

特別利益（過年度損益修正益）8,323万円

営業外費用（支払利息など）1億8,349万円 営業外費用（支払利息など）1億3,591万円

純利益　6億8,235万円 純利益　1億5,643万円


